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平成17年7月26⽇ 制定

東京農工大学環境方針

理 念

東京農工大学は、「使命志向型教育研究－美しい地球持続のための全学的努⼒として

－（略してMORE SENSE*）」を基本理念に掲げ、持続的な⼈類の発展に寄与するため

の科学技術の発展や新たな学問分野の創造と、それを担う⼈材の育成を通して循環型社

会の再構築に向けて活動している。

この基本理念を実現するために、環境負荷の低減と循環型社会の実現に寄与する組織

的な環境保全活動と教育研究活動を積極的に進め、21世紀の社会の持続的発展に貢献

する。

基本方針

１．本学におけるあらゆる活動から地球環境に及ぼす負荷を全員が認識し、環境汚染の

防⽌、エネルギー使⽤量の削減、廃棄物排出量の削減、資源のリサイクル量の向上

により環境負荷の低減に努⼒する。

２．地球環境の維持・改善に関する教育・研究を推進することにより、循環型社会の実

現に貢献できる⼈材を育成し、地球環境の保全に寄与する。

３．環境に関連する法規、条例、協定及び学内の規程を遵守する。

４．地球環境の保全を目的とした公開講座等の啓発活動を通して、地域や⾏政との連携

による環境保全活動を積極的に推進する。

５．環境方針は文書又はインターネットを通して、教職員・学⽣に周知するとともに、

全ての⼈々に対して公開する。

* Mission Oriented Research and Education giving Synergy in

Endeavors toward a Sustainable Earth

1．東京農工大学環境方針

1



1 キャンパスの概要
東京農工大学は、府中キャンパス（本部および農学部）と⼩⾦井キャンパス（工学部）の2つ

のキャンパスからなり、両キャンパスは約5kmの距離を隔てています。

さらに農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センターは、首都100km圏に配
置されたフィールドミュージアム(FM)を有しています。これらの規模は下表に示すとおりです。

キャンパス土地建物
R３.4.1現在

キャンパス 総面積［m3］
土地 建物

府中
本部地区 13,196 3,927
幸町地区 273,344 71,234

⼩⾦井 159,837 103,774
その他（FM等） 9,300,094 17,859
合計 9,746,471 196,794

2．大学概要、本報告書の対象範囲
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（令和3年6月１⽇現在）

2 組織図
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3 役職員・学⽣数
（令和３年５月１⽇現在）

役 員 数

教 職 員 数

大学院学生数

＊）リサーチ・アドミニストレーター（University Research Administrator）

学長 理事 監事 合計

1 5 2 8

教授 准教授 講師 助教 助手
外国人

語学教員
計  事務職員  技術職員 URA * 合計

2 2

農学研究院 57 62 14 4 137

工学研究院 78 70 8 32 188

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究院 8 3 4 15

連合農学研究科 1 1

2 2

農学部附属施設 5 7 12

工学部附属施設 0

グローバル教育院 3 5 2 10

3 6 4 2 15

157 153 28 42 0 2 382

163

部局等

学長付

49 1 595工学府

各センター

合計

1年次 2年次 小計 1年次 2年次 3年次 4年次 小計

426 392 818 59 59 93 211 1,029

221 225 446 27 19 16 7 69 515

0 57 53 81 191 191

72 71 143 25 20 37 82 225

719 688 1,407 168 151 227 7 553 1,960

工学府

連合農学研究科

生物システム応用
科学府（一貫性除く）

合計

農学府

大学院

修士課程・博士前期課程又は
専門職学位課程

博士課程又は博士後期課程

合計

1年次 2年次 ３年次 ４年次 ５年次 - 小計

7 4 9 8 14 42 42

7 4 9 8 14 42 42

合計

生物システム応用
科学府（一貫性）

合計

大学院

一貫性博士課程
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（各年度５月１⽇現在）

4 本報告書の対象範囲

本報告書の対象組織は東京農工大学の全組織であり、対象期間は令和2年（2020）4月から
令和3年（2021）3月です。（但し、⼀部の取組については令和3年（2021）5月までの情報
を含みます。）捕捉率は100%です。

学部学生数

役職員・学生数の推移

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 合計

318 308 319 347 38 43 1,373

543 560 606 679 2,388

861 868 925 1,026 38 43 3,761合計

学部

農学部

工学部

役員数 教職員
大学院
学生数

学  部
学生数

計

令和３年度 8 595 2,002 3,761 6,366

令和２年度 8 583 1,906 3,787 6,284

平成３１年度 7 596 1,891 3,795 6,289

平成３０年度 7 609 1,869 3,821 6,306

平成２９年度 7 624 1,886 3,822 6,339

平成２８年度 7 648 1,868 3,815 6,338

平成27年度 7 643 1,883 3,849 6,382

平成26年度 7 634 1,856 3,888 6,385

平成25年度 7 623 1,853 3,893 6,376

平成24年度 7 624 1,882 3,934 6,447
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環境・安全衛⽣委員会の下に置かれる⼩委員会

・放射線安全⼩委員会
国⽴大学法⼈東京農工大学放射線障害予防細則及び農学部・工学部放射線障害予防規程に

定められた事項の処理並びに各組織及び施設の連絡調整及びその他必要な事項について審議
する。

・特定⽣物安全管理⼩委員会
下記について調査審議する。

①安全管理に関する本学規程の制定改廃
②申請された実験計画および実験室の法令等及び本学規程に対する整合性
③教育訓練及び健康管理の適切な実施
④事故発⽣の際の必要な措置及び当該事故予防のための改善策
⑤その他安全確保に関する必要な事項

・温室効果ガス対策⼩委員会
温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組の企画及び⽴案、検証及び地球温暖化対策計画

について、調査審議する。

学⻑
役員会

教育研究評議会
環境方針の表明

環境・安全衛⽣委員会
[委員⻑:環境安全担当理事]
環境目標・計画及び評価

環境安全管理センター・環境安全管理室
[センター⻑・副センター⻑]
健康安全対策等の策定、指示および実⾏
環境保全対策等の策定、指示および実⾏
危機管理体制･対策の策定、指示および実⾏
地球温暖化対策等の策定、指示および実⾏
環境管理施設の管理および運営
その他、環境安全衛⽣に関すること

3．環境マネジメント組織
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東京農工大学は「持続発展可能な21世紀社会の実現」に向けた課題に正面から向き合い、農
学、工学及びその融合領域における教育および研究を通して、世界平和と社会や自然環境と調
和した科学技術の発展に寄与すると共に、その実現を担う⼈材の育成と知の創造に邁進するこ
とを基本理念としています。このような基本理念を「使命志向型教育研究－美しい地球持続の
ための全学的努⼒」（MORE SENSE︓Mission Oriented Research and Education giving 
Synergy in Endeavors toward a Sustainable Earth）と標榜し、自らの存在と役割を明示し
て、⼈類が直面している様々な課題に真摯に取り組んでいます。

本学の基本理念のもと、環境安全管理センターは本学の教職員および学⽣が安全で安⼼な教
育および研究を推進できる環境を整備すると同時に、社会に対しては大学から「公害」を出さ
ない環境保全の確保を主な使命として活動しております。

本センターでは「教育研究における安全で安⼼な環境」の確保にあたって、各種の実験環境
の測定と改善整備、化学薬品およびガスの安全で法令を遵守した保管・管理を実施しています。
さらに、安全な実習・実験を推進するために、放射線や遺伝子組換え等の各種セミナーや講演
会を実施して、安⼼安全な教育研究環境の整備、改善と危機管理の周知に努めています。

加えて、「環境の保全」のために本学の環境目標策定およびその目標遂⾏のための各種活動、
また、環境負荷の低減と循環型社会の構築に向けた温室効果ガス排出やエネルギー使⽤量の削
減対策にも精⼒的に取り組んでおります。特に、東京都が定める「都⺠の健康と安全を確保す
る環境に関する条例」（温室効果ガス排出規制である東京都環境確保条例）対応のために、例
えば、建物の断熱化、LED照明の導⼊、重油ボイラーの全廃、全学の消費電⼒のその場モニ
ターの導⼊などのハード面の整備を進めると共に、省エネルギーを目的とした学年歴の変更や
冷暖房の温度規制など、全教職員・学⽣の全面協⼒のもとで、温室効果ガス排出規制を⾏って
きました。その結果、東京都環境確保条例・第１計画期間（2010〜2014年度︓削減義務率
8%）・第2計画期間（2015〜2019年︓削減義務率17％）を無事に達成することができました。
第３計画期間（2020〜2024年）では27％削減義務が課されており、⼀層の削減目標達成に向
けた施策を積み重ねてまいります。

4．東京農工大学の環境安全活動
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・防災管理点検結果について
令和2年6月に幸町地区防災管理点検を⾏った結果、下記の不備事項が指摘されたため、

改善を⾏いました。
①家具・什器等の物品の落下、転倒、移動の危険性
②廊下への物品配置による有効幅が不⼗分

・安全教育関係講習会について
令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防⽌のため、Google Classroomに講習動画を

掲載し、オンラインでの開催としました。
①令和2年7月8⽇から、第1回安全教育関係講習会（遺伝子組換え⽣物取扱いに関する教育
訓練）の動画を掲載し、230名が受講しました。

②令和2年8月7⽇から、第2回安全教育関係講習会（オートクレーブの安全な取扱いについ
て）

の動画を掲載し、271名が受講しました。
③令和2年12月17⽇から、第3回安全教育関係講習会（試薬の安全な取扱いについて）の動画
を掲載し、208名が受講しました。

④令和3年1月5⽇から、第4回安全教育関係講習会（高圧ガスについて）の動画を掲載し、
78名が受講しました。

・毒物・劇物内部⽴⼊検査について
令和2年11月に、毒物・劇物の管理状況について、内部⽴⼊検査を実施しました。

安全教育関係講習会の様子

・防災・防火訓練について
令和2年12月16⽇に、防災訓練（通報訓練、消火訓練、避難訓練）を実施しました。

新型コロナウイルス感染拡大防⽌のため、例年に⽐べ⼩規模、少⼈数で実施しました。

防災訓練の様子

令和2年度の府中地区での環境安全に係る主な事項について取りまとめました。

1 府中地区・環境安全活動状況
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・化学実験安全講習会について
令和2年10月5⽇（月）〜令和2年10月30⽇（⾦）にGoogle Classroomにて、化学実験

安全講習会（化学実験安全講習、高圧ガス保安講習、オートクレーブ安全講習）を開催し、
延べ1,020名の参加がありました。

令和2年度の⼩⾦井地区での環境安全に係る主な活動状況について報告します。

・遺伝子組換え⽣物の取扱いに関する教育訓練について
令和2年10月5⽇（月）〜令和2年10月30⽇（⾦）にGoogle Classroomにて、遺伝子組み換え

⽣物の取扱いに関する教育訓練を実施し、合計123名の参加がありました。

・防災管理点検結果にについて
令和2年7月に防災管理点検を⾏った結果、下記の不備事項が指摘があり、改善を⾏い

ました。
①棚・ロッカー等の転倒防⽌、②避難経路の確保、③防火⼾の閉鎖障害

・毒物・劇物⽴⼊検査について
令和2年10月〜令和2年11月にかけて毒物・劇物の管理の状況について、内部⽴⼊検査を実施し

ました。

・避難訓練・消火訓練の実施について
令和2年11月18⽇にコロナ禍のため規模を縮⼩した現地での避難訓練・消火訓練

（オンラインによる動画視聴）を実施し、各研究室の代表者の学⽣及び教職員の参加が
ありました。

2 ⼩⾦井地区・環境安全活動状況

化学実験安全講習会の様子 消火訓練の様子
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環境負担の低減

環境教育・研究の推進

5．環境目標・実施計画の自己評価

環境目的 環境目標 実施計画 自己
評価

教職員・学⽣に
対する環境教育 環境教育の充実

⼀⻫清掃を実施する ○
学⽣サークル活動を支援する ○

屋内禁煙の徹底と屋外喫煙場所の周知徹底 ○
環境関連研究の
充実

環境に関する研究を
促進する 推進策を検討する ○

環境目的 環境目標 実施計画 自己
評価

温室効果ガスの
削減

削減努⼒に努める
(対基準年度17％削
減）

冷房時は室温が28℃となるよう温度設定をする ○

クールビズ、スーパークールビズ、ウォームビズの推奨 ○

ノー残業デーを確実に実施する △

休憩時間の事務所・教室の消灯等、こまめに消灯する ○

待機電⼒の節電（休憩時間のパソコンはスリープ状態にする） ○

総消費電⼒の警告メールを有効に活⽤する ○

暖房時は室温が19℃となるよう温度設定をする
ただし外気温や室内環境を勘案し、若⼲の調整は可能とする ○

施設改修時等に高エネルギー効率の機器を導⼊する ○

再⽣可能エネルギーの導⼊を検討する ○
建物の断熱性を強化する ○

紙使⽤量の削減 コピー⽤紙の使⽤量
を前年度以下にする

⽤紙の両面利⽤を促進する ○

紙の文書をできる限り電子化する ○

会議資料を減らす ○

廃棄物排出量の
削減

発⽣抑制とリサイクル
を図る

分別を徹底し、リサイクルを促進する ○

不要品の学内再利⽤を促進する ○

紙・消耗品の再使⽤を促進する ○

環境物品の調達 特定調達物品の調達率
を100％とする 基準適合品の購⼊を更に推進する ○

環境汚染の防⽌ 廃液、排⽔による環境
汚染の防⽌

学⽣、教職員に教育を⾏い、実験廃液や⽣活排⽔による環境汚
染
を防⽌する

○
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環境関連法令・条例の遵守

地域・⾏政との連携

環境目的 環境目標 実施計画 自己
評価

産業廃棄物に
関する法律の遵守 廃棄物管理の徹底 マニフェストの完全実施 ○

化学物質の管理
の徹底

不⽤化学物質の発⽣防⽌ 不⽤化学物質の処分と処理ルールを徹底する ○

化学物質管理の厳密化を図る 化学物質管理システムの拡充を検討する ○

PCBの安全保管と処理 処理までの間保管状態の安全に努める ○

学内の防災管理 防災体制の⾒直し 防災訓練の実施による防災能⼒の向上 ○

環境目的 環境目標 実施計画 自己
評価

社会に対する環境
教育

環境関係公開講座の充実 環境関係公開講座の拡大 ○

ボランティア、NPO、NGOの
応援 ボランティア、NPO、NGOの応援 ○

自治体等との連携 自治体等の環境活動への参画 地域防災協⼒ネットワーク事業等の推進 ○

地域への広報 環境配慮促進法に基づく公開 環境方針・環境報告書の公開 ○
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6．平成31年度環境目標・実施計画

環境目的 環境目標 実施計画

温室効果ガスの削減 削減努⼒に努める
（対基準年度２7％削減）

冷房時は室温が28℃、暖房時は室内が19℃とな
るよう温度設定をする、ただし外気温や室内環
境
を勘案し、若⼲の調整は可能とする
クールビズ、スーパークールビズ、ウォームビ
ズ
の推奨
ノー残業デーを確実に実施する
休憩時間の事務所・教室の消灯等、こまめに消
灯
する
待機電⼒の節電（休憩時間のパソコンはスリー
プ
状態にする）
年次休暇の取得及び⼀⻫休業を実施する

総消費電⼒の警告メールを有効に活⽤する
高エネルギー効率機器や再⽣可能エネルギーの
導
⼊を検討する
ＯＡ機器・照明器具・家電製品等の更新（購
⼊）
に当たっては、エネルギー消費のより少ないも
の
を選択する

紙使⽤量の削減 コピー⽤紙の使⽤量を前年度
以下にする

⽤紙の両面利⽤を促進する
紙の文書をできる限り電子化する
会議資料を減らす

廃棄物排出量の削減 発⽣抑制とリサイクルを図る
分別を徹底し、リサイクルを促進する
紙・消耗品の再使⽤を促進する

環境物品の調達 特定調達物品の調達率を 基準適合品の購⼊を更に推進する100％とする

環境汚染の防⽌ 廃液、排⽔による環境汚染の
防⽌

学⽣、教職員に教育を⾏い、実験廃液や⽣活排
⽔
による環境汚染を防⽌する

職員・学⽣に対する環境
教育 環境教育の充実

⼀⻫清掃を実施する
学⽣サークル活動を支援する
屋内禁煙の徹底と屋外喫煙場所の周知徹底

産業廃棄物に関する法律
の遵守 廃棄物管理の徹底 マニフェストの完全実施

化学物質の管理の徹底
不⽤化学物質の発⽣防⽌ 不⽤化学物質の処分と処理ルールを徹底する
化学物質管理の厳密化を図る 化学物質管理システムの拡充を検討する
ＰＣＢの安全保管と処理 処理までの間保管状態の安全に努める

社会に対する環境教育
環境関係公開講座の充実 環境関係公開講座の開催
ボランティア、NPO、NGO
の
応援

ボランティア、NPO、NGOの応援

地域への広報 環境配慮促進法に基づく公開 環境方針・環境報告書の公開
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1 マテリアルバランス

INPUT ⇒ 東京農工大学 ⇒ OUTPUT

7．環境配慮への取組の状況

紙類 ： 21,103    kg

（使用量の多い化学物質）
ｎ-ﾍｷｻﾝ ： 5,852 kg

ｱｾﾄﾝ ： 3,364 kg

酢酸ｴﾁﾙ ： 6,924 kg

ﾒﾀﾉｰﾙ ： 4,872 kg

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ： 3,122 kg

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ： 2,433 kg

上水
地下水

： 4 千㎥
： 141 千㎥

総排水量

学部 ： 916人
大学院修士 ： 635人
大学院博士 ： 108人

CO2 ： 8,796 ton

一般廃棄物

産業廃棄物
特別産業

廃棄物

： 251 ton

： 42 ton

： 51 ton

電力 ： 18,630

都市ｶﾞｽ ： 460

重油 ： 0

灯油 ： 7,660

軽油 ： 2.736

ＬＰＧ ： 0.03

エネルギー

社会的取組

教育活動

研究活動

排水

卒業・修了者

水資源

： 130 千㎥

物質
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2 総エネルギー投⼊量

総エネルギー投⼊量は、購⼊した電⼒、都市ガス、重油、ガソリン、灯油、軽油、プロパンガ
スの量と熱量換算係数を⽤いて計算しています。このエネルギーにはナンバープレートのある⾞
（自動⾞）使⽤のガソリンや軽油は含まれません。また、住居である職員住宅、学⽣寮、留学⽣
らの居住する国際交流会館での使⽤量も含まれません。

エネルギーは府中幸町団地、⼩⾦井団地、その他に分けています。その他は本部、⽜舎、多摩
丘陵等のフィールドミュージアム（農学部附属教育研究センター）及び館⼭研修施設です。

省エネ法では努⼒目標としてエネルギー使⽤に係る原単位(建物の延床面積当たりのエネルギー
使⽤量)を①前年度以下とすること、②5年度間の平均変化室を年１％以上削減することが求めら
れています。本学の場合、平成28年度は①②とも未達成となりました。平成29年度・平成30年
度・平成31年度・令和２年度は①②とも達成となりました。達成できた要因としては全学⼀丸(教
職員・学⽣・テナント業者等)で⾏っている省エネルギー活動が功を奏したと考えています。熱量
ベースの代表的なエネルギーの内訳は、電⼒約90%、都市ガス約10%となっています。

合 計 6,026.8 5,978.5 5,826.8 5,517.0 5,205.0 

エネルギー使用量（原油換算）

H28 H29 H30 H31 R2

その他 142.7 143.4 125.6 123.0 65.0

小金井団地 3,677.9 3,705.3 3,560.2 3,307.0 3,104.0

府中幸町団地 2,206.2 2,129.8 2,141.0 2,087.0 2,036.0

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

ｋ
L
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電⼒使⽤量

少しさかのぼりますが、平成22年度の本学使⽤量22,276千kWhに対し平成23年度は18,893千
kWhと15%減の大幅な節電が⾏われました。これは東⽇本大震災の影響に伴う研究のスローダウ
ン等も含んだ大幅な節電対策によるものでした。
平成28年度は20,462千kWh、平成29年度は20,226千kWh、平成30年度は20,351千kWh、平成
31年度は20,563千kwh,令和2年度は18,630千kWhとここ5年間はほぼ横ばいの使⽤量となりま
した。いずれも平成22年度に⽐べると10%程度の節電効果が出ています。建物の延べ床面積は増
えているので実質的には数値以上の節電が⾏われていると考えられます。具体的には冷暖房の設
定温度の運⽤強化や休憩時間の消灯徹底の他、建屋改修や設備の更新時に建屋の断熱性向上やエ
ネルギー効率の高い設備に更新する等の改造を進めています。さらに、建屋の大幅改修時等に太
陽光発電設備を増強しています。最近の主な設置設備は次の通りです。

合 計 20,461.5 20,226.0 20,350.9 20,562.8 18,629.7 

電力使用量

H28 H29 H30 H31・R1 R2

その他 328.8 290.1 265.7 273.6 46.2

本部 221.9 218.6 206.0 211.4 195.5

小金井団地 12,355.3 12,621.1 12,314.4 12,300.0 10,875.1

府中幸町団地 7,555.5 7,313.6 7,564.8 7,777.8 7,512.9

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

千
ｋ
W
h
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都市ガス使⽤量
令和2年度の都市ガス使⽤量は460千ｍ３と前年度に⽐べ13.8%減少しました。都市ガス

の⽤途は主に熱源です。ガスヒートポンプ方式の空調機は省エネタイプへの更新を進めてい
ます。

重油使⽤料
平成23年度より重油焚ボイラーを順次停⽌し、スチーム暖房を電気又は都市ガスによる

高効率空調設備に切り替えてきており、平成25年度にすべての重油焚ボイラを停⽌致しま
した。平成30年度以降は使⽤していません。

軽油使⽤料

軽油は農業機械等に使⽤していますが、電⼒需要ピーク対策として平成27年度より夏季
および冬季の電⼒需要の多い期間には、自家発電機⽤にも稼働しています。発電に使⽤す
る軽油の使⽤量は、平成29年度 1.9kL､平成30年度 2.0kL、平成31年度は2.5kL、令和2
年度は2.7kLでした。
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合 計 780.4 729.8 622.7 533.8 460.3 

都市ガス使用量

合 計 0 0.2 0 0 0

A重油使用量

H28 H29 H30 H31・R1 R2

その他 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5

本部 1 1.4 1.2 1.1 1.7

小金井団地 508.9 473.2 413.0 372.2 333.3

府中幸町団地 268.7 253.4 206.9 158.9 123.8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

千
m
3

H28 H29 H30 H31・R1 R2

その他 0 0 0 0 0

本部 0 0 0 0 0

小金井団地 0 0 0 0 0

府中幸町団地 0 0.2 0 0 0

0

0

0

0

0

0

ｋ
Ｌ
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3 総物質投⼊量

代表値として化学物質の取扱量（使⽤量が多いもの）及び紙類の調達量を示します。なお、本学
で教育・研究活動に伴い使⽤する薬品などの化学物質は薬品管理システム（IASO）により購⼊量、
使⽤量、在庫量を管理しています。

令和2年度に本学で使⽤した薬品のうち使⽤量の多い薬品は次のとおりです。

化学物質の使⽤量（使⽤量の多いもの）

（kg）

化学物質名
使⽤量（kg）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
アセトン 5,152 5,152 4,754 5,421 5,131 
ノルマルヘキサン 5,987 5,987 6,427 7,020 7,2
酢酸エチル 4,906 4,906 5,154 5,747 5,790 
メタノール 4,283 4,283 3,693 3,807 3,721 
クロロホルム 2,605 3,093 3,453 3,835 4,207 
ジクロロメタン 2,542 2,872 3,316 2,860 3,337 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

アセトン

ノルマルヘキサン

酢酸エチル

メタノール

クロロホルム

ジクロロメタン

（ｋｇ）

19



4 ⽔質源投⼊量

本学における⽔の供給は主
に地下⽔を使⽤し、⽔道⽔の
使⽤量は⽔使⽤量全体の約
3％（4千ｍ3）です。

節⽔活動とアメニティ関係
の補修等による削減活動を継
続しています。

また、⽔資源投⼊量のうち
全学の地下⽔の揚⽔量は以下
の通りです。

地下⽔の揚⽔量 （千m３ ）

⽔質源投⼊量（千m３）

紙類調達量

令和2年度の紙類の調達量は次の通りです。

紙類調達量

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
地下⽔合計 160 144 149 137 141

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
紙類調達量(kg) 28,421 39,179 20,593 41,123 21,103

0
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

紙類調達量（kg）
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地球環境問題に対処するため、温室効果ガスの排出量の削減が課題となっています。東京都の環
境確保条例においても平成27年度から平成31年度の5年間(第2計画期間)の排出量を基準年度の排出
量に対して17％減とすることが義務づけられていました。この5年間に省エネ・節電対策に取り組
み17%削減義務を達成致しました。なお、この期間の電⼒由来のCO2排出係数は0.489 kg-CO2／
kWhの⼀定値を⽤いています。
令和2年度から始まった第3計画期間(令和2年度〜令和6年度)の排出量は基準排出量の27％減となっ
ており、第2計画期間以上の温室効果ガス排出量削減が必要です。(この期間の電気由来のCO2排出
係数は、第2計画期間と同じく0.489 kg-CO2/kWhとなります。)

5 温室効果ガス排出量

削減目標に対する各年度のCO₂排出量比の推移
CO₂排出量比

(排出量/削減目標)

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

府中

小金井

第２計画期間 第３計画期間

年度 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

府中 1.037 0.930 0.895 0.894 0.895 0.968 

小金井 0.990 0.948 0.952 0.868 0.854 0.894 
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⼀方「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく環境省への報告はエネルギー使⽤量とし
て省エネ法届出値を⽤い、電⼒由来のCO2排出係数は電⼒供給事業者の排出係数を⽤いて計算し
ます。平成23年以降原子⼒発電の停⽌により排出係数は大幅に増加しておりましたが、令和2年
度に電⼒供給会社を変更したところ大幅に減少しました。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
CO2排出係数 kg-CO2／kWh 0.500 0.486 0.475 0.468 0.417

省エネ法に基づく二酸化炭素排出量

0.360

0.380

0.400

0.420

0.440

0.460

0.480

0.500

0.520
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小金井団地

府中幸町団

地

H28 H29 H30 H31・R1 R2

府 中 幸 町 団 地 4,380 4,123 4,066 3,905 3,431 

小 金 井 団 地 7,284 7,164 6,750 6,190 5,257 

そ の 他 148 141 124 120 108 

合 計 11,812 11,428 10,940 10,215 8,796 

C O ₂ 排 出 係 数 0.500 0.486 0.475 0.468 0.417 
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6 廃棄物排出量

事業系⼀般廃棄物

本学では「紙類」､「ビン」､「缶」､「燃えるゴミ」､「ペットボトル」､「粗大ゴミ」等に
分別して収集し、外部業者に委託して処理しています。令和2年度の本学での総発⽣量は251
トンでした。

これら⼀般廃棄物のうち「紙類」､「ビン」､「缶」､「ペットボトル」はほぼ100％リサイク
ルされています。

また⼀般廃棄物の更なる削減活動として、コピー⽤紙の両面使⽤、会議資料の電子化による
紙の使⽤量の削減等に努めています。

産業廃棄物

産業廃棄物は⼀般産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類されます。
⼀般産業廃棄物は､「廃プラスチック」､「⾦属くず」､「ガラス・陶器」､「廃油」､「廃酸」、

「廃アルカリ」等で､特別産業廃棄物は､「強酸」､「強アルカリ」､「引火性廃油」､「有害な廃
油」等で、どれも分別収集し、外部業者に委託処理しています。

令和2年度の全学での産業廃棄物の発⽣量は93トンでした。このうち「⾦属くず」はリサイクル
に回されていますが、他の産業廃棄物についても分別を進めリサイクルに努めています。

⼀般廃棄物発⽣量 （トン）

⼀般廃棄物の総発⽣量の推移 （トン）
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

総発⽣量 403 369 374 345 251 

分類 府中地区 小金井地区

事業系一般廃棄物

紙類 40 35 
ビン・缶 8 10 
ペットボトル 2 5 
燃えるゴミ 59 31 
その他 32 29 

合計 141 110 
総合計 251 
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7 化学物質の移動・排出量
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化学物質把

握管理促進法）で定められたPRTR制度対象化学物質、および「都⺠の健康と安全を確保する環境
に関する条例」で定められた適正管理化学物質について、環境への移動量と排出量調査を実施し、
法令に基づき届出をしています。

平成31年度の排出・移動量は次の通りです。

PRTR制度届出対象物質の移動・排出量
（第⼀種指定化学物質︓年間取扱量１トン以上、特定第⼀種化学物質︓年間取扱量０.５トン以上）

産業廃棄物発⽣量 （トン）

産業廃棄物等の総発⽣量の推移

（トン）

⼩⾦井キャンパス

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
総発⽣量 293 100 80 107 93 

法令番号 化学物質名 移動量(㎏) 排出量(㎏)
127 クロロホルム 2,006 84 
186 ジクロロメタン 1,390 514 
392 ノルマルヘキサン 3,448 1,776 

分類 府中地区 小金井地区 合計

産業廃棄物

廃プラスチック 16 2 

42 
金属くず 11 11 
ガラス・陶器 0 0 
廃油・廃酸・廃アルカリ 1 1 
その他 0 0 

特別管理
産業廃棄物

廃油・廃酸・廃アルカリ 8 37 
51 

感染性産業廃棄物 6 0 
合計 42 51 93 

総合計 93 

府中キャンパス

法令番号 化学物質名 移動量(㎏) 排出量(㎏)
127 クロロホルム 991 41 
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都条例届出対象物質の移動・排出量
（年間使⽤量100kg以上)

8 総排⽔量と⽔質検査の結果

令和２年度の府中、⼩⾦井各キャンパスにおける下⽔道使⽤量と⽔質の分析値（pH及び
BOD）は次の通りです。

令和２年度総排⽔量と⽔質検査結果（pH、BOD）

府中キャンパス

⼩⾦井キャンパス

法令番号 化学物質名 移動量(㎏) 排出量(㎏)
2 アセトン 701 361
15 クロロホルム 991 41
16 酢酸エチル 1,226 453
26 ジクロロメタン 386 143
49 ノルマルヘキサン 414 214
53 メタノール 1,291 128

法令番号 化学物質名 移動量(㎏) 排出量(㎏)
2 アセトン 1,519 783
15 クロロホルム 2,006 84
16 酢酸エチル 3,829 1,416
26 ジクロロメタン 1,390 514
39 トルエン 132 3
49 ノルマルヘキサン 3,448 1,776
53 メタノール 3,143 311

総排⽔量 pH BOD（ｍｇ/ｌ）
（千m3） 平均 最⼩ 最大 平均 最⼩ 最大

府中キャンパス 54 7.7 7.2 8.4 57 13 120 

⼩⾦井キャンパス 74 7.7 7.1 8.4 122 38 330 
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9 グリーン購⼊・調達状況

本学では「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購⼊法)に基づき、「環
境物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し、環境負荷低減に資する製品やサービス等の調達
を進めています。令和２年度における特定調達物品等の調達状況を紹介します。

令和２年度 特定調達物品等の調達実績

分野 品目 総調達量 特定調達物品
等の調達量 単位 特定調達物品

等の調達率

紙類 コピー⽤紙、トイレットペーパー等 21,103 21,103 kg 100%

文具類
封筒 89,789 89,789 枚 100%

他文具 26,269 23,954 個 91%

オフィス家具等 椅子、机、ホワイトボード等 753 753 台 100%

画像機器等
コピー機、プリンター等(購⼊･新規） 92 92 台 100%

トナー、インクカートリッジ 1,355 1,355 個 100%

電子計算機等 電子計算機､磁気ﾃﾞｨｽｸ装置､記録ﾒﾃﾞｨｱ等 957 957 個 100%

オフィス機器等
シュレッダー、掛時計等 59 59 個 100%

⼀次電池、⼩型充電池 4,441 2,221 個 50%

移動電話 携帯・PHS 2 2 台 100%

家電製品 冷蔵庫等 24 24 台 100%

エアコンディショナー等 10 10 台 100%

照明 蛍光灯照明器具、蛍光ランプ等 2,241 2,241 台 100%

自動⾞等

自動⾞（購⼊） 2 2 台 100%

タイヤ等 6 6 個 100%

２サイクルエンジン油 4 4 ℓ 100％

消火器 消火器 34 34 本 100%

制服・作業服 制服・作業服・帽子・靴 109 109 着 100%

インテリア・寝装寝具 カーテン、寝具等（レンタル含む） 105 105 枚 100%

作業手袋 作業手袋（防火⽤含） 2,387 2,387 組 100%

その他繊維製品
テント、幕等 3 3 点 100%

モップ（レンタル含） 1,111 1,111 点 100%

災害備蓄⽤品 ⽔、アルファ米等 45 45 個 100%
役務 印刷・清掃・輸配送等 870 870 件 100%
ごみ袋 プラスチック製ごみ袋 21,550 21,550 枚 100％
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10 環境に関する関連規則の遵守

本学が教育・研究を⾏っていく上で、環境負荷を可能な限り⼩さくすることに努めなければな
りませんが、そのために重要なことは法令等の関連規制を遵守することです。

本学が教育・研究活動を⾏なう上で重要と考えられる環境関連法規を下記に示します。

・⽔質汚濁防⽌法
・大気汚染防⽌法
・土壌汚染対策法
・騒音規制法
・振動規制法
・悪臭防⽌法
・ダイオキシン類対策特別措置法
・都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例
・下⽔道法〈東京都下⽔道条例・市条例〉
・エネルギーの使⽤の合理化に関する法律（省エネ法）
・地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）
・特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）
・毒物及び劇物取締法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律（PCB特別措置法）
・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
・特定家庭⽤機器再商品化法（家電リサイクル法）
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律（容器包装リサイクル法）
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購⼊法）
・放射線同位元素等の規制に関する法律
・遺伝子組換え⽣物等の使⽤等の規制による⽣物多様性の確保に関する法律
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・家畜伝染病予防法
・特定外来⽣物による⽣態系等に係る被害の防⽌に関する法律（外来⽣物法）
・労働安全衛⽣法
・作業環境測定法
・高圧ガス保安法

27



・消防法
・電波法
・環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の推進に関する法律（環

境配慮促進法）
・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育等促進法）

府中、⼩⾦井の両キャンパスから排出される排⽔は⼀般系、実験系とも排⽔桝を経由して公共
下⽔道に放流されています。両キャンパスとも排⽔桝で定期的にサンプリングして⽔質の確認を
⾏っています。令和2年度の両キャンパスの下⽔道使⽤量と⽔質の分析値（pH及びBOD）は8.8に
示した通りです。その他の管理項目を含め規制値を超えたことは、前年度同様ありませんでした。

下⽔道法及び関連条例

8.7で述べた通り、PRTR法届出対象物質の移動量と排出量を管理しています。令和2年度では
対象の化学物質のうち、府中、⼩⾦井の各キャンパスで取扱量が１トンを超える化学物質は府中
キャンパスの１件と⼩⾦井キャンパスの３件のみであり、これらについては法令に基づいて届出
をしています。

「都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定められた適正管理化学物質に該当する
物質のうち、令和2年度に、届出義務のある100kg以上使⽤した物質は、府中キャンパス６件、⼩
⾦井キャンパス７件であり、これらについては条例に基づいて届出をしています。

PRTR法及び関連条例

作業環境測定について、専門業者に委託し年２回⾏いました。令和２年7月の測定では、第２管
理区分となった場所が⼩⾦井キャンパスで2室（有機混合溶剤1、クロロホルム1）、府中キャン
パスで０室でした。令和３年１月の測定では、第２管理区分となった場所はありませんでした。

第２管理区分となった２室については作業環境の改善を⾏い、再測定では第１管理区分となり
ました。

労働基準法、労働安全衛⽣法及び作業環境測定法
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温室効果ガスを原因とした地球温暖化により、海面上昇、異常気象、穀物⽣産量の低下など⼈類
の⽣存基盤を脅かす恐れがあると指摘されています。

持続的社会の実現のためには、温室効果ガスの排出量の抑制が最重要課題であると⾔われ、本学
では、環境負荷の低減と循環型社会の構築に向けた温室効果ガス排出やエネルギー使⽤量の削減
対策を精⼒的に推進しています。

東京都が定めた「都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例」（温室効果ガス排出規制であ
る東京都環境確保条例）の第３計画期間（2020〜2024年度）では、総量削減義務の削減率２7％
を求められております。第２計画期間の削減目標の１７％より１０％増加となっており、本学でも
温室効果ガス排出量削減のための取組（本報告書の第７章に記載した実施計画等）をより強化して
おります。

8．温室効果ガス削減対策の取組
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本学では、持続可能な⼈類の発展に寄与するための科学技術の発展や新たな学術分野の創造
と、それらを担う⼈材育成を本学の使命と考える、使命指向型教育研究―美しい地球持続のため
の全学的努⼒（MORE SENSE︓Mission Oriented Research and Education giving Synergy in 
Endeavors toward a Sustainable Earth）を推進しています。各研究室での取組はもとより、
平成28年４月より新たな大学院研究組織として、グローバルイノベーション研究院を創設し、本
学の重点分野である「⾷料分野」、「エネルギー分野」、「ライフサイエンス分野」について、
世界トップレベルの 外国⼈研究者を中核とした研究チームによる国際共同研究を⾏い、研究大
学としての飛躍を遂げようとしています。全ての重点分野の研究のアウトプットには、地球持続
に資する多くの研究成果が含まれており、多角的な環境保全のための研究と⾔っても過⾔ではあ
りません。

１ 環境保全に関する研究の取組

9．環境保全に関する研究・教育状況
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東京農工大学の基本理念は、「２０世紀の社会と科学技術が顕在化させた『持続可能な社会の
実現』に向けた課題を正面から受け⽌め、農学、工学及びその融合領域における自由な発想に基
づく教育研究を通して、世界の平和と社会と自然環境と調和した科学技術の進展に貢献するとと
もに、課題解決とその実現を担う⼈材の育成と知の創造に邁進すること」としています。この基
本理念を「使命志向型教育研究―美しい地球持続のための全学的努⼒」（MORE SENCE: 
Mission Oriented Research and Education giving Synergy in Endeavors toward a 
Sustainable Earth）と標榜しています。

２０世紀は科学技術が著しく進展した世紀であると同時に、地球規模の温暖化や環境汚染問題、
⽣物多様性の減少、⾷料需給の逼迫問題、⽯油を始めとする化⽯資源の枯渇問題等、多くの負の
遺産として今世紀に残しました。本学はこれらの問題の解決に真摯に取り組んでおります。

本学は学部として農学部、工学部の２学部、大学院として工学府、農学府、⽣物システム応⽤
科学府、連合農学研究科の３学府、１研究科で構成されています。授業科目で「環境」が付され
ている科目数は学部で50科目以上、大学院で100科目以上あり、農学部の環境資源科学科、農学
府の物質循環環境科学専攻で多く開講されいします。開講科目の⼀部を紹介すると、農学部での
環境気象学、環境分析化学、住環境学、大気環境学、環境哲学、工学部での地球環境工学、農学
府での環境⽼年学特論、環境微⽣物学特論、自然環境保全学特論、環境毒性学特論、工学府での
環境工学エネルギー特論、環境･材料産業知財戦略論、環境技術プロジェクトマネジメント、⽣
物システム応⽤科学府での⽣物・環境計測システム特論、⽣活環境総合管理学、植物環境工学特
論、連合農学研究科での環境⽣態系保全学特論、環境動物保全学特論、⽣物環境制御学特論 な
どがあります。

また、本学では、大学院教育の抜本的改⾰を支援する文部科学省の「博⼠課程教育リーディン
グプログラムの複合領域型（環境）」に申請した「グリーン・クリーン⾷料⽣産を支える実践科
学リーディング大学院の創設」の事業が平成24年度に採択されました。全世界の⾷料の大部分は
⽯油エネルギーを利⽤することによってつくり出され、現在少なくとも、50億⼈以上が⽣きるた
めの⾷料⽣産は⽯油に依存しています。これは、有限の地球上で高密度化社会が形成され、全⼈
類約70億⼈のための⾷料⽣産は自然農法では到底賄えないことを明確に意味しています。すなわ
ち、⼈類が永続的に地球環境を持続しながら⼼身共に豊かな⽣活を送るためには、その⽣命の源
である「⾷」に関する地球規模での究極的な課題に挑戦し、⾷の⽣産性やエネルギー依存形態を
変⾰することが必須です。この第２の緑の⾰命を実現するためには、農学や工学の基盤技術を深
い理解の上に、⾷料、環境、エネルギーの相互不可分の関係を理解し、⼈類⽣存の究極課題に熱
意を持って挑戦するリーダーが必要です。このような課題認識に基づき、本プログラムでは、⽣
命の源である｢⾷｣に関する地球規模での究極的な課題に挑戦し、⾷の⽣産性やエネルギー依存形
態を変⾰する構想⼒と「実践⼒」を備えた国際的なリーダーを養成することを目的としています。
平成27年度には、⽣物システム応⽤科学府に５年⼀貫の専攻「⾷料エネルギーシステム科学専
攻」を設置し、本プログラムを運営しています。すなわち、本専攻はこれまでリーディング大学
院プログラムとして運営されていた教育課程を専攻として発展的に改組したものです。本専攻で
は、環境に関連した多数の講義、国内研修、海外研修、学外での研究指導、セミナー等を実施し
ております。

２ 環境保全に関する教育活動
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本学においては法令を順守するうえで各種の情報・指標を定めています。そのうちの代表例を
列挙します。

・労働安全衛⽣法に関する指標︓「国⽴大学法⼈東京農工大学安全衛⽣管理規程（東京農工大学
16経教規程第38号）」及び同規程に基づく「国⽴大学法⼈東京農工大学安全衛⽣委員会細則
（東京農工大学16経教規程第15号）

・雇⽤に関する指標︓「国⽴大学法⼈東京農工大学職員採⽤・昇任規程（東京農工大学16経教規
程第24号）」

・⼈権に関する指標︓「国⽴大学法⼈東京農工大学個⼈情報の保護に関する規程（東京農工大学
17経教規程第11号）」、「国⽴大学法⼈東京農工大学プライバシーポリシーに関する規程
（東京農工大学17経教規程第35号）」、「国⽴大学法⼈東京農工大学公益通報者の保護等に
関する規程（東京農工大学18経教規程第28号）」

・倫理等に関する指標︓「国⽴大学法⼈東京農工大学役職員倫理規定（東京農工大学16経教規程
第33号）」、「国⽴大学法⼈東京農工大学研究倫理委員会細則（東京農工大学17経教規程第
13号）」

・情報公開に関する指標︓「国⽴大学法⼈東京農工大学情報公開規程（東京農工大学16経教規程
第73号）」

・動物実験に関する指標︓「国⽴大学法⼈東京農工大学動物実験に関する規程（東京農工大学19
経教規程第5号）」

本学に携わる全ての者は、法令を遵守することはもとより、代表例として上記に掲げた⾏動規範
を共通指針として励⾏しています。

また、地域および社会に対して、各種の情報を公開していますが、その⼀部を次に紹介します。
・本学の決算報告書等の経済的情報を各年度発⾏の「国⽴大学法⼈東京農工大学概要」及び「ホー

ムページ」に掲載。
・本学の情報公開・個⼈情報保護に関する指針を「ホームページ」に掲載。
・公開講座・教室・講演会の催し等の情報を「ホームページ」に掲載。
・東京農工大学と地域を結ぶネットワーク関連事業を各年度発⾏の「国⽴大学法⼈東京農工大学概

要」にて公開。

その他、本学では社会的取組みの⼀環として様々な活動を⾏っていますが、その⼀部を事項以降
に紹介します。

10．社会的取組状況
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東京農工大学消費⽣活協同組合の活動

１ 事業者との連携

組合員とともに、大学の環境方針に沿って活動を進めています。
東京農工大学消費⽣活協同組合(農工大⽣協)では、大学の構成員として、持続可能な社会構築の

ため、環境方針を定め環境マネジメントシステム(EMS)構築と各種活動に取組んでいます。

また、学⽣の「責任ある消費」をサポートしつつ、環境活動に対する｢想い｣に応えられるよう、
⽣協の事業と組織活動を通じ、活動のフィールドや情報の提供を積極的に進めています。

東京農工大学消費⽣活協同組合環境方針

【理 念】
東京農工大学消費⽣活協同組合(以下農工大⽣協)は、組合員の豊かな暮らしを目指し、購買・書籍・
⾷堂・プレイガイド・共済などの店舗の事業活動及び組合員の組織活動を通し、より良い地球環境を
未来へ残すため、環境を守る活動及び環境汚染を減らし予防する活動を積極的に⾏い、持続可能な循
環型社会の構築に貢献する。

【環境方針】
１.[資源利⽤] 紙使⽤量の削減、計画的な仕⼊れによる廃棄物の削減、及び、リサイクル等を積極的
に⾏い、ごみを削減する。

２.[エネルギー使⽤等] 電気・ガス・⽔等の利⽤に対し、無駄使いを改め、省エネを常に意識する。

３.[事業活動] 組合員の環境に対する声や要望を収集し、環境に配慮した事業活動・商品取扱・サー
ビス提供を積極的に展開する。

４.[組織活動] 組合員に対して環境についての情報・教育・技術の提供、環境を学び交流する場の提
供を⾏い、環境問題を意識し積極的に取り組む組合員を育む、また、組合員と協⼒し環境活動を推進
する。

５.[社会貢献と連帯] 環境保全のため、地域や大学と共に、また、他大学の⽣協・地域⽣協・農協・
森林組合等の協同組合やその他の関係事業者と共に学び、協働して活動する。

６.[順守] 環境に関連して農工大⽣協が守らなければならない法令、また、その他の同意する取り決
めに従う。

コンプライアンスはCSRの基本と位置づけて取り組みます。
環境課題を俯瞰的・体系的に捉え、全職員が分担して粘り強く活動に取り組むとともに、ステーク
ホルダーとのコミュニケーションと私たちの活動のオープン化を推進します。

大学⽣協のノウハウやネットワーク等の強み、キャンパス内のヒューマンダイバシティをベースに
し、学内の環境サークル等との連携により学⽣の⾏動⼒や柔軟な発想を積極的に活かして⾏きます。

活動のためのフィールドや情報を適宜提供し、学⽣の学びと成⻑とキャリアアップを支援します。
Plan→Ｄo→Check→Actionサイクル等、ＥＭＳの考え方（継続的改善）を⽇常の業務で実践し、
大学⽣協の事業や各種組織活動の品質向上とバリューアップにつなげます。

この環境方針を基に、次の５つことを大切にして活動に取り組んでいます。
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活動の紹介

 省エネ・省資源
・不要な照明やパソコンの電源オフにより電⼒消費を削減し、厨房作業の効率化等によりガスや⽔の
使⽤量を削減し、政府目標達成に向け、ＣＯ２排出量の削減を進めています。
・照明やパソコン等、更新時等に随時、省エネタイプのものに変更しています。

⽣協職員全員が、農工大⽣協の事業や活動にともなう環境負荷を正確に認識し、活動の目的と目標を共
有し、コミュニケーションと活動レビューを充実させるなど、積極的な活動を展開しています。

 農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動への協⼒と推進
・活動宣⾔に基づいて、⽣協購買部等の学内販売におけるレジ袋の削減、大学ノベルティーグッズか
らのプラスチック削減への取組を進めてきております。

5Rキャンパスロゴ入りマイボトルの製造と販売
・マイボトル⽤給⽔器設置で使⽤可能な
｢5Rキャンパスロゴ⼊りマイボトル」を製造し、
⽣協購買部で販売をしております。多くの利⽤がありました。

｢5Rキャンパスロゴ⼊りマイボトル」

レジ袋削減を呼びかけと
５Ｒキャンパスロゴマーク入り
エコバックの製造と販売
・省資源とＣＯ２排出量削減のため、
購買のレジ袋の使⽤削減を呼びかけて
います。
・2019年11月から有料化に取り組み、
2020年3月までに、3万枚から800枚
までレジ袋を削減しています。
・また5R伽Bnパスロゴマーク⼊りエ
コバックの製造・販売も⾏い、エコ
バックでの利⽤を呼びかけております。

 ３Ｒ活動
・３Ｒ:「ゴミを減らす」(Reduce)、「繰り返し使⽤(再使⽤)する」(Reuse)、「材料に戻してから
再使⽤する」(Recycle)に業務全体で取組むとともに、⽣協利⽤者にも協⼒を呼びかけています。ま
た、レジ袋については４Ｒとして、「提供を断る(不使⽤)」(Refuse)の呼びかけも⾏っています。

リサイクル可能な弁当容器の導入
・弁当容器は、⽣協に由来するゴミの中でも多いもののひとつです。農工大⽣協では
「リ・リパック」という、リサイクル可能な容器を導⼊し、ゴミの削減を図っています。
分別回収の推進
・学内各所に分別容器を設置し、ゴミの分別 回収を進めています。

｢5Rキャンパスロゴ⼊り
エコバック」
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 店舗（商品・サービス）での活動
・大学や学⽣のグリーン購⼊を支援するため、文具や⽣活⽤品を中⼼に、グリーン購⼊法適合商品
やエコマーク商品の環境配慮型商品の品揃えを充実させる取り組みを進めています。
・⾷堂では、独自の基準で採⽤した｢安全・安⼼｣の⾷材を使⽤しています。また、⾷材の加工・出
⾷の量を最適化し、⾷品残さの発⽣を最⼩化しています。残さは⾷品リサイクル法に従い処理して
います。

環境配慮型商品の充実
商品は、組合員の問題意識・想いを参考にして品揃えし
ています。
他大学生協との活動交流
全国の大学⽣協での環境活動を交流する全国環境セミ
ナーに農工大⽣協も協⼒しています。とりわけ、2021年
度の同セミナーでは、プラスチック問題を通して身近な
⽣活との関係について学びを深めています。他大学での
活動事例に学びながら、セミナー企画の内容も活かし、
自分たちに何ができるのかを考えながら⽇々活動してい
ます。

本年度の全国環境セミナー2021は
オンラインで開催されました。
この画面は、開会時の討論の様子
です。

 外部と連携した活動・社会貢献
・農工大⽣協は、学⽣の学びと成⻑に資する、大学や学⽣を地域や各種活動に取り組むＮＰＯなどと
｢つなぐ」ことを意識した環境活動、社会貢献活動を進めています。
・社会貢献活動については、大学⽣協の連帯組織等とも連携しつつ、農工大⽣協の強みを活かしなが
ら、各種募⾦活動への協⼒など「できるところから」、｢身近なところから｣活動に取り組んでいます。

樹恩割り箸の導入
・農工大⽣協の⾷堂では間伐材を利⽤し
た割箸「樹恩割り箸」を使⽤しています。
間伐は森を守り育てるために不可⽋な作
業であり、その結果⽣じた間伐材を割り
箸として有効利⽤することで適正な間伐
を推進します。
・また、割り箸の製造工程の⼀部に福祉
施設のメンバーが参加していますので、
樹恩割箸を使⽤することで、障がいを
持った方々の社会参加促進にも貢献でき
ます。

⾷堂や店舗では
間伐材を利⽤した
「樹恩割り箸」を
導⼊しています
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関係事業者との連携

本学では⽣協の他にも、⾷堂業務を⾏う㈱グリーンハウスが、構内事業者として活動してい
ます。構内事業者には、本学の環境方針や関連手順などを伝達し、環境負荷の低減に努めるよ
う指導しています。
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関連公開講座（令和２年度）

2 地域における環境コミュニケーション

令和２年度の公開講座は、新型コロナウィルスの感染拡大により全て中⽌となりました。
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